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1. 災害対応を含む稀頻度リスク等への対応

2. 早期の容量確保策
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議論の背景

 2018年9月6日に発生した平成30年北海道胆振東部地震に伴い、北海道エリアにお
いて、1951年の9電力体制(1972年の10電力体制)成立以降では我が国初となる一
エリア全域に及ぶ大規模停電が発生した。

 本年夏以降、平成30年北海道胆振東部地震に加え、平成30年7月豪雨、平成30
年台風21号・台風24号等自然災害が相次ぐ中で、電力インフラにおけるレジリエンスの
重要性、電力政策における安定供給の重要性が改めて認識された。

時期

平成30年台風21号平成30年7月豪雨

• 2018年6月28日～7
月8日

• 2018年9月4日

• 送配電設備への被害 • 送配電設備への被害

• 19万戸 (中国電力管
内)

• 6万戸 (四国電力管
内)

• 225万戸 (関西電力
管内)

• 85万戸 (中部電力管
内)

平成30年台風24号

• 2018年9月30日

• 送配電設備への被害

• 119万戸 (中部電力
管内)

平成30年
北海道胆振東部地震

• 2018年9月6日

• 苫東厚真発電所1、2、
4号機の停止

• 送電線4回線の事故
による水力発電の停止

• 295万戸 (北海道エリ
アブラックアウト)

主な停電被害
(のべ戸数)

停電の原因
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議論の背景

 西日本豪雨や平成30年台風21号、平成30年北海道胆振東部地震を受けて設置さ
れた電力レジリエンスワーキンググループの中間取りまとめの中では災害対応を含む稀頻
度リスク等への対応強化として、容量市場の早期開設と供給力の範囲拡大について今
後検討を進めていくこととされている。
– 「詳細設計中の容量市場について、災害対応を含む稀頻度リスク等への対応強化
を図るため、早期開設や取引される供給力の範囲拡大等を含め、政府及び広域
機関において検討する。」

 同様に、平成30年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する検証委員会を受
けた広域機関による経済産業大臣宛の意見の中でも容量市場の早期導入と供給力
の範囲について検討を行うことが要請されている。
– 「当機関は、今回の事象も踏まえ、国において、容量市場の早期導入と、大規模災
害等のリスク対応の供給力を含め容量市場で取引する供給力の範囲について検討
が行われることを求めるとともに、当機関の関係する委員会又は検討会において、国
と密接に連携し、詳細検討を行ってまいります。」
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災害対応を含む稀頻度リスクへの対応についての基本的な考え方

 現在、N-1事象については、設備形成によって供給支障を起こさないよう対策をすること
が一般的なルールとなっている。

 一方、N-2以上の事象に対しては、設備形成ではなく、運用において連鎖的な停電を
防ぐことが原則となっている。

 従って、本作業部会における災害対応を含む稀頻度リスクに対応する予備力の検討に
関しても、設備形成にかかる上記の考え方を基本としつつ緊急に最低限増強すべき容
量が存在するか検討することとする。

 なお、N-2以上の事象への対応是非の検討においては、停電コストとその対策費との比
較考量が必要なため、これらの電源脱落リスクや停電コストの精査ができた段階で改め
て災害対応を含む稀頻度リスクに対応する予備力を再検討することとしてはどうか。
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参考: 電力レジリエンスワーキンググループにおける検証

 レジリエンスWGにおいても、N-1故障を越えて、最大電源サイト脱落を検証しているが、
設備形成ではなく、負荷遮断などの運用により連鎖的な停電を防ぐことにしている。

資料: 第三回電力レジリエンスワーキンググループ東京電力パワーグリッド提出資料より抜粋
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参考: 電源I´の必要量

資料: 2019年度向け調整力の公募にかかる必要量等の考え方について

 現在、電源I´必要量は夏季及び冬季いずれかのうちH1需要が最大となる月について、「H1需要
×103%」と「H3需要×101%+電源I必要量」の差分として算定されている。

 夏季H1需要を基準として電源I´必要量が設定されているエリアにおいては、冬季は一般的に気
象条件からH1需要とH3需要のかい離が大きくなりやすい中で、H3需要を基準に冬季に補修停
止を行うことがあるため、冬季に需給状況が厳しくなることがあり得る。
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暫定的に追加確保すべき予備力のイメージ
 今後電源廃止などが進み、全国的に予備率が低下していく可能性も鑑みると、各エリアに存在する余剰供給

力に頼るのではなく必要な予備力は制度的に確保するべきではないか。

 現行の需給検証においては、各エリアで最大の電源または送電線故障が単一に発生した際に全エリアの予備
力で対応することを前提に予備率を検証している(案①)。しかし、現実においては大小問わず1つまたは複数
の電源・送電故障がランダムに発生しており、過去の電源故障率を参照し(案②)、現行の需給検証の考え方
で十分か検証する必要があるのではないか。

 他方、自エリア内の最大電源・送電線故障に対応する予備力をエリアごとに確保することも考えられるが(案
③)、全エリアの最大電源・送電線故障が同時に起こることは考えにくいのではないか。

 従って、広域機関において案①・②における必要量を再精査し、これらを追加確保すべき予備力の目安とした
上で、停電コスト等を精査の上追加確保量を検討してはどうか。また、北海道などエリアの特殊性があるケース
においてはエリアにおける必要量を広域機関において更に精査してはどうか。

 また、現行の需給検証においては、全エリアでH1需要が同時に発生することを想定しているが、現実において
はエリアごとに異なるタイミングで発生しているため、 H1需要想定も需要の不等時性を考慮し適宜広域機関
において検証を行い見直してはどうか。

基本的な考え方 想定しているリスク

案②: 電源故障率 • 過去の電源故障確率と同等の予備力を
確保

• 大小問わず電源または送電線故障が全
国で同時に一つまたは複数発生

案③: エリアごと最
大供給力減少リスク

• エリアごとに自エリア内の最大供給力減
少リスクに対応するための予備力を確保

• 各エリア内の最大電源または送電線故
障が全エリアで同時に発生

• 各エリアで最大の供給力減少リスクに対
応するための予備力を全国で確保

• 各エリアで最大の電源または送電線故障
が単一に発生

案①: 全国最大供
給力減少リスク

これらを追加確保すべ
き供給力の目安とした
上で、停電コスト等を
精査の上追加確保量
を検討
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参考: 広域機関による計画外停止率の検証

資料: 第25回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料4参考資料より抜粋
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今後の追加検討

 過去の電源故障率はランダムに発生している計画外停止量の平均値であり、稀頻度事
象対応として適切な必要量を停電コストの精緻化も踏まえ、広域機関において更に精
査していく必要があるのではないか。

資料: 第27回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料2参考資料より抜粋
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参考: DRのリクワイアメント・アセスメント・ペナルティ

資料: 第14回容量市場検討会
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参考: DRのリクワイアメント・アセスメント・ペナルティ

資料: 第14回容量市場検討会
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1. 災害対応を含む稀頻度リスク等への対応

2. 早期の容量確保策
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議論の背景

資料: 広域機関「平成30年供給計画の取りまとめ」より抜粋

 今後、災害対応を含む稀頻度リスク対応としての必要供給力積み増しや電源廃止の
可能性を鑑みると、2024年以前においても供給力不足となるおそれがある。

 従って、容量市場開設以前においても追加的に供給力を確保するための方策の検討が
必要である。

 この際追加の供給力として想定されるのは、新設電源、休止電源の立上、DRなど。
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供給力確保手法の類型

 2024年以前における供給力不足に対しては①必要供給力全量に対して手当をする
(容量市場の早期開設)、②不足分のみを確保する (電源入札等)、③対応策をとらな
いという3つの対応が考えられる。

具体的な制度 対象電源

• 容量市場
(早期開設)

案①:
全量手当

• 全電源 • 必要量を一つの仕組みで包
括的に確保するため、より確
実に供給力を確保できる

• 全量確保のため、短期的な
小売負担が大きくなる

メリット デメリット

• 電源入札等案②: 不足分
のみ手当

• 供給計画に計上
されていない電源
(新設、DR、休
止電源立上等)

• 調達量を限定するため、短
期的な小売負担を抑えられ
る

• 供給計画対象外となると容
量市場開設前に固定費分
をカバーしてもらえるようになる
ため、供給計画への未計上
や休止等を促してしまう危険
性がある

• - • - • 追加的な負担は発生しない • 停電や節電要請のリスクが
高まる可能性がある案③: 手当なし
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供給力確保手法 (事務局案)

 供給力を確実に確保するためには、可能な限り容量市場を早期開設することが望ましい。
 一方で、容量市場の初回オークションは制度設計やシステム構築などの準備を可能な
限り早めたとしても2019年度へ前倒しすることが限界。また、電源新設のリードタイム等
も考慮してオークション実施から受渡までの期間を4年と整理したことも踏まえると、容量
市場の初回受渡は2023年度(1年度前倒し)としてはどうか。

 なお、その際には、容量市場の受渡開始を2024年度とした際の考慮事項との関係につ
いて留意が必要。

 2023年度より前については、供給力が不足すると判断された際には、緊急に供給力
(休廃止延期、休廃止電源の立上、DR等)を確保する手段を整備する必要があるので
はないか。ただし、このような制度の導入によって電源の休廃止が促進されないような工
夫が必要 (募集対象電源等の範囲や、このような手段で確保した供給力のリクワイアメ
ントやペナルティ等について今後整理)。


